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「文化財の匠プロジェクト」等の推進・充実に
よる文化資源の持続可能な活用の促進

令和5年度予算額(案) 447億円

（前年度予算額 444億円）

文化財を次世代へ継承するため、適切な周期での修理、修理人材の養成、材料・用具等の確保、防火・防災対策等を推進する「文化財の匠プロジェクト」を
実行するとともに、伝統芸能や伝統工芸等への支援の充実、世界文化遺産・日本遺産等の文化資源の継承・磨き上げの支援により、地域活性化を図る。

２．多様な文化遺産の公開活用の促進等
19,058百万円（ 19,245百万円）

１．文化財の匠プロジェクトによる継承基盤の整備
25,658百万円（ 25,156百万円）

選定保存技術保持者
（漆工品修理）

○伝統芸能や伝統工芸等の重要無形文化財の伝承者養成等に対して補助
等を行うとともに、邦楽演奏家の拡大や楽器製作の担い手継承を進める。
地域計画の策定支援、世界文化遺産・日本遺産等の情報発信等の取組
への支援等を行う。

〇R5予算(案)の主な事業：
・無形文化財の伝承・公開
・地域計画の策定支援
・地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業

○文化財保存技術の伝承や、文化財関連用具・原材料等の調査、重要
文化財の適正な修理周期での修理等を支援する。世界遺産・国宝等の
防火対策、耐震対策を促進する。

〇R5予算(案)の主な事業：
・文化財保存技術の伝承等
・文化財関連用具・原材料等調査事業
・国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業
・歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
・重要文化財等防災施設整備事業

＜建造物解体修理の様子＞
重要文化財 天徳寺本堂ほか２棟（秋田県）

絵画・書跡の修理具・材料
重要無形文化財「京舞」
各個認定保持者

※参考「文化財の匠プロジェクト」における５か年計画（令和４年度～令和８年度）

民俗芸能大会の開催

○文化財の保存・継承に欠かせない用具・原材料の生産支援拡大
５分野（R3）→25分野（R8）
○選定保存技術保持者・保存団体の拡大

58人34団体（R3）→80人47団体（R8）

○文化財を適正な修理周期で修理するための事業規模の確保
建造物（木造）：137件（R3）→161件（R8）
美術工芸品：200件（R3）→280件（R8）
史跡等：308件（R3）→495件（R8）

○防火・耐震対策の推進
防火：27件（R3）→147件（R8）
耐震：39件（R3）→169件（R8）

令和4年度第2次補正予算額 73億円
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国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業

国宝・重要文化財建造物は、滅失してしまえば取り返しのつかないものであるが、経年等による劣化はさ
けられない。文化財建造物を確実に次世代に継承するため、所有者等が適切な周期で安定的に保存修
理を実施できるよう支援する必要がある。
地域の宝でもある国宝・重要文化財建造物は、観光振興等の核として地域の活性化に寄与するもので
あることから、公開活用等の取り組みについても支援し、文化財建造物の活用を促進する必要がある。

背景・課題

事業内容

令和５年度予算額(案） 11,334百万円

（前年度予算額 11,206百万円)

重要文化財 天徳寺本堂ほか２棟
半解体修理の様子（秋田県）

松城家住宅
バリアフリー整備
スロープの設置
（静岡県）門司港駅（旧門司駅）本

屋
展示解説整備（福岡県）

パンフレット等
による解説

修理現場公開の様子
願興寺本堂（岐阜県）

修理機会を捉えた情報発信

文化財の公開活用

３Ｄレーザースキャナ
による計測作業状況

ドローンを使用したＳｆＭ写真測量
による３Ｄモデリングデータ

先端技術活用

保存管理施設の設置ワイヤーによる支持

周辺環境整備

△
高
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財
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▽

150年 300年建築
根本修理の周期差による文化財的価値の変化比較図

※伊原惠司氏（文建協調査室長）の研究論文（1990年）による
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※財政状況による補助率の加算あり（最大35％）

 補助対象事業
（１）根本修理
（２）維持修理
（３）特殊修理
（４）保存修理（近現代建造物）
（５）情報発信
（６）先端技術活用
（７）公開活用事業
（８）環境保全等
 補助事業者：所有者、管理団体等
 補助金の額：原則、補助対象経費の1/2

我が国の歴史や文化の理解に欠くことの
できない貴重な文化財の劣化進行を抑制
し、経済的にも合理的な時期に修理を行
うことで、保存と活用の好循環を図る。（年間の木造建造物の修理事業実施件数）

文化財の匠プロジェクト（令和3年12月24日 文部科学大臣決定）に基づく目標値

令和３年 令和８年

137件 161件

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）
修理周期の適正化（木造建造物）

現在の修理周期 適正な修理周期

維持修理 約40
年

維持修理 30年

根本修理 約200
年

根本修理 150年

令和4年度第2次補正予算額 178百万円
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歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

史跡名勝天然記念物等は本質的価値の保存が必要であり、劣化により修理や復
旧が必要となった場合には速やかに処置を行わなければ損壊が拡大してしまう。
しかし、近年、経年による劣化や自然災害の増加などから総事業量が増加しているこ
とから、修理が遅れ、工期の長期化や更なる損壊が生じる状況となっている。我が国の
歴史的財産として活用できるよう、その文化財としての価値を維持するため適正な周
期で修理等を実施できるよう支援する必要がある。

背景・課題

 補助対象事業
（１）史跡等総合活用整備事業

ア 復旧（保存修理）
イ 環境整備
ウ 活用施設整備等

（２）先端技術活用事業
 補助事業者：所有者、管理団体等
 補助金の額：原則、補助対象経費の1/2

史跡 洲本城跡整備工事（兵庫県）

事業内容

令和５年度予算額(案) 5,311百万円

（前年度予算額 5,221百万円）

孕み出しが進み崩落の危険があった石垣 整備が遅れて石垣が崩落

保存と活用の一体的整備 保存・修理整備
・適切な周期にのっとった保存整備

ガイダンス施設･案内板等の整備

・情報発信の場の整備による史跡等
の認知度及び来訪者の理解の向上

・多言語化により訪日外国人に対応

歴史的建造物の復元整備
・地域のシンボルの創生により住民の

関心と認知度の向上
・観光資源としての史跡等の価値向上

名勝「伝法院庭園」の庭園修景整備（東京都台東区浅草寺）

史跡「ガランドヤ古墳」のガイダンス施設整備（大分県日田市） 史跡「鳥取城跡附太閤ヶ平」の中ノ御門表門復元展示（鳥取県鳥取市）

特別史跡「大坂城跡」の石積測量（大阪府大阪市）

史跡「先島諸島火番盛」の石垣測量
（沖縄県宮古島市・石垣市・多良間村・竹富町・与那国町）

先端技術活用
（石垣調査）

・石垣等の測量図化の事前実施

・崩落危険性の早急な察知の実現

魅力ある活用を図るための環境の整備
観光客を呼び込み長時間滞在を実現
文化財を通じた地域の活性化の達成

我が国の歴史や文化の理解に欠くことので
きない貴重な文化財の劣化進行を抑制し、
経済的にも合理的な時期に修理を行うこと
で、保存と活用の好循環を図る。

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

修理周期の適正化

※括弧内の件数は重要文化財等防災施設整備事業による史跡等の整備件数
文化財の匠プロジェクト（令和3年12月24日 文部科学大臣決定）に基づく目標値

令和３年 令和８年

308件
(36件)

495件
(36件)

現在の修理周期 適正な修理周期

概ね 45年 概ね 30年

令和4年度第2次補正予算額 726百万円
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重要文化財等防災施設整備事業
背景・課題
文化財は次世代に継承すべき重要な国民の財産として国が保護しているものであり、火災等による滅失、震災等による毀損等が発生しないよう、防災対策を充実
する必要がある。また文化財の活用に当たっては、見学者等の安全を確保する必要がある。このために必要な防火対策、耐震対策に係る施設整備について補助を
実施するものである。 （補助率：最大８５％）
事業内容

・個別の文化財特性に応じた防火設備の整備
・老朽化または、毀損した防火施設の更新
・盗難や放火等の不審者から文化財を護る防犯施設整備
・耐火構造の保存活用施設の整備
・耐震性能の劣る建造物の耐震対策工事
・最新の知見による文化財防災施設整備についての事例集を作成

初期消火、火災の拡大を
防ぐための消火栓設備等

近隣火災から護るための
放水銃、ドレンチャ―等

【対象文化財】

・重要文化財（建造物）・重要文化財（美術工芸品）
・重要有形民俗文化財・史跡名勝天然記念物
・重要文化的景観 ・重要伝統的建造物群保存地区

早期発見 延焼防
止

初期消
火

高機能な自動火災報知施設を
設置し、迅速に初期消火へ

（光電分離式
煙感知器）（Ｒ型受信機） （易操作性１号消火

栓）
（放水銃）

松江城天守の木製格子壁による補強 老朽化した消火ポンプの更新

令和５年度末時点の進捗（国土強靭化５か年加速化対策関係）
（令和３年～５年の見込み）

○ 防火対策
建造物：５８件を整備（R4.3月末時点）
（令和３年度からの進捗率６２％）

○ 耐震対策：４４件の整備に着手（R4.3月末時点）
（令和３年度からの進捗率４２％）

○ 防火対策（令和6年度までに）
建造物：不特定多数の者が入場する世界遺産・
国宝の対策進捗率１００％（１０３件）

○ 耐震対策（令和7年度までに）
不特定多数の者が滞留する可能性の高い国宝・
重要文化財建造物２０７件の内、耐震対策着
手率５０％（１０４件）

○ 防火対策
国宝・重要文化財建造物、博物館等の防火
設備の整備が充実し、火災による文化財の被
害が減少し、文化財の保存が図られる。

○ 耐震対策
文化財建造物の地震による被害が軽減され
るとともに、見学者等の人的被害が防がれる。

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

【実施内容】

老朽化対策耐震対
策

令和５年度予算額（案） 1,991百万円
（前年度予算額 1,763百万円）

令和4年度第2次補正予算額 4,842百万円
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文化財保護のための資金調達ハンドブック（文化庁HPに掲載）



文化財に関する特別交付税措置（令和４年度）

 

＜12月算定＞ 令和４年１２月1２日改正後の特別交付税に関する省令（以下「省令」という。）に基づき作成 

◇道府県分：次の表の１から３までの規定及び５の規定によって算定した額の合算額に０.５を乗じて得た額に財政力指数に応じた係数（※１）を乗じて得た額 

◇市町村分：次の表の１から４までの規定によって算定した額の合算額に指定都市（特別区を含む。）にあっては０.５を、その他の市町村にあっては１.０をそれぞれ乗じて得た額に、５の規定によって算定し

た額に財政力指数に応じた係数（※２）を乗じて得た額を加えた額 

(根拠条文)：道府県分…省令第２条第１項第１号の表第１４号、市町村分…省令第３条第１項第３号ロの表第３号 

 １ 当該道府県（市町村）の区域内に所在する文化財保護法第２条第１項に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数（登録有形文化財については、同法第５７条の

規定の規定による登録件数、登録無形文化財については、同法第７６条の７の規定による登録件数、登録無形民俗文化財については、同法第９０条の５の規定による登録件数とし、重要文化的景観につい

ては、同法第１３４条の規定による選定件数、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第１４４条の規定による選定件数とする。）にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額 

  区分 額（道府県） 額（市町村） 

  当該年度の4月1日現在における文部

科学大臣の指定、登録又は選定に係

る文化財 

重要文化財のうち建造物であるもの 280,000円 540,000円 

  重要文化財のうち建造物以外のもの 10,000円 20,000円 

  重要伝統的建造物群保存地区 1,470,000円 7,720,000円 

  重要無形文化財（選定保存技術を含む。） 320,000円 300,000円 

  重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 80,000円 590,000円 

  史跡名勝天然記念物 260,000円 920,000円 

  登録有形文化財のうち建造物であるもの ｰ 20,000円 

  登録無形文化財 （調査により決定） (調査により決定) 

  登録無形民俗文化財 （調査により決定） (調査により決定) 

  重要文化的景観 ｰ 920,000円 

  当該年度の5月1日現在における文化

財保護法第182条の規定に基づく当

該道府県の条例により指定又は登録

された文化財 

建造物 240,000円 130,000円 

  美術工芸品 10,000円 10,000円 

  無形文化財（選定保存技術を含む。）、民俗文化財及び記念物 30,000円 30,000円 

  文化的景観 - 30,000円 

  伝統的建造物群保存地区 ｰ 220,000円 

  登録文化財のうち建造物であるもの (調査により決定) 50,000円 

  登録文化財のうち美術工芸品であるもの (調査により決定) 10,000円 

  登録無形文化財 （調査により決定） 10,000円 

  登録記念物 (調査により決定) 10,000円 

  登録有形民俗文化財 (調査により決定) 10,000円 

  登録無形民俗文化財 (調査により決定) 20,000円 

 ２ 当該年度の４月１日現在における当該道府県（市町村）の区域内に所在する上の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選

定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に右の額を乗じて得た額 
30,000円 110,000円 
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【機密性○（取扱制限）】 

 

 ３ 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の区分に従い、それぞれ同表の率の欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 

 区分 率（道府県） 率（市町村） 

 保存目的調査等 

緊急調査のうち試掘確認調査 

緊急調査のうち本発掘調査 

０.８ 

０.８ 

０.３ 

０.８ 

０.８ 

０.３ 

４ 当該年度の４月１日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固 

定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行った市町村については、当該減免額の合算額に右の率を乗じて得た額 
率（道府県） 率（市町村） 

 伝統的建造物である家屋の敷地 

伝統的建造物である家屋以外の家屋 

伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地 

－ ０.３７５ 

５ 文化財の活用に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 

（市町村においては、総務大臣が調査した額に０.５を乗じて得た額） 

◇道府県分：文化財保護法第２条第１項に規定する文化財及び同法第１８２条の規定に基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費とし

て総務大臣が調査した額に右の率を乗じて得た額 

◇市町村分：同上 

(根拠条文)：道府県分…省令第２条第１項第１号の表第５２号、市町村分…省令第３条第１項第１号ロの表第４号 

率（道府県） 率（市町村） 

０.８ ０.８ 

 
 

＜３月算定＞ 令和４年３月１7 日改正後の省令に基づき作成 

◇道府県分：文化財保護法第２条第１項に規定する文化財及び同法第１８２条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大

臣が調査した額に右の率を乗じて得た額から１２月算定の額を控除した額 

◇市町村分：同上 

(根拠条文)：道府県分…省令第４条第１項第１号の表第３９号、市町村分…省令第５条第１項第１号ロの表第５号 

率（道府県） 率（市町村） 

０.８ ０.８ 

◇道府県分：令和元年度から令和６年度までの間に限り、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第２７条第１項の規定により重要文化財とし

て指定された建造物であって世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第１１条２の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であ

るもの又は文化財保護法第２７条第２項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等

の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に右の率を乗じて得た

額に財政力指数に応じた係数（※１）を乗じて得た額 

◇市町村分：同上（財政力指数に応じた係数については※２参照） 

(根拠条文)：道府県分…省令附則第６条第４項、市町村分…省令附則第７条第８項 

率（道府県） 率（市町村） 

０.３ ０.３ 

※１ 財政力指数が０.８以上の道府県にあっては０.２、０.５以上０.８未満の道府県にあっては３分の７から当該道府県の財政力指数に３分の８を乗じて得た数を控除して得た数（小数点以下２位未満は、四捨五

入する。）、０.５未満の道府県にあっては１.０ 

※２ 財政力指数が０.８以上の市町村にあっては０.５、０.５以上０.８未満の市町村にあっては６分の１１から当該市町村の財政力指数に３分の５を乗じて得た数を控除して得た数（小数点以下２位未満は、四捨

五入する。）、０.５未満の市町村にあっては１.０ 
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「文化財保存活用地域計画」認定市町村一覧（令和４年12月16日現在）

№ 都道府県 市町 № 都道府県 市町 № 都道府県 市町

1 茨城県 牛久市 33 愛知県 岡崎市 65 福井県 坂井市

2 山梨県 富士吉田市 34 滋賀県 近江八幡市 66 長野県 上田市

3 長野県 松本市 35 滋賀県 高島市 67 長野県 千曲市

4 奈良県 王寺町 36 滋賀県 多賀町 68 静岡県 富士市

5 島根県 益田市 37 京都府 京都市 69 静岡県 伊豆の国市

6 長崎県 平戸市 38 京都府 舞鶴市 70 愛知県 西尾市

7 北海道 札幌市 39 大阪府 泉佐野市 71 滋賀県 栗東市

8 大阪府 河内長野市 40 兵庫県 丹波篠山市 72 京都府 与謝野町

9 兵庫県 神河町 41 兵庫県 淡路市 73 大阪府 高槻市

10 茨城県 常陸大宮市 42 鳥取県 北栄町 74 大阪府 八尾市

11 栃木県 下野市 43 島根県 出雲市 75 兵庫県 神戸市

12 福井県 小浜市 44 島根県 津和野町 76 兵庫県 福崎町

13 岐阜県 岐阜市 45 山口県 山口市 77 福岡県 福岡市

14 滋賀県 草津市 46 福岡県 宗像市 78 福岡県 太宰府市

15 滋賀県 甲賀市 47 福岡県 久留米市 79 栃木県 那須塩原市

16 岡山県 津山市 48 秋田県 湯沢市 80 千葉県 鎌ケ谷市

17 栃木県 大田原市 49 福島県 白河市 81 千葉県 香取市

18 千葉県 銚子市 50 茨城県 日立市 82 福井県 勝山市

19 千葉県 我孫子市 51 石川県 金沢市 83 山梨県 甲府市

20 三重県 明和町 52 滋賀県 長浜市 84 山梨県 山梨市

21 兵庫県 加西市 53 滋賀県 守山市 85 山梨県 甲斐市

22 兵庫県 香美町 54 兵庫県 明石市 86 静岡県 焼津市

23 愛媛県 松野町 55 兵庫県 西宮市 87 静岡県 袋井市

24 秋田県 横手市 56 和歌山県 湯浅町 88 京都府 亀岡市

25 埼玉県 秩父市 57 島根県 松江市 89 京都府 長岡京市

26 埼玉県 白岡市 58 岡山県 備前市 90 京都府 京丹後市

27 千葉県 富里市 59 北海道 今金町 91 大阪府 交野市

28 神奈川県 伊勢原市 60 山形県 寒河江市 92 島根県 大田市

29 福井県 若狭町 61 福島県 会津若松市 93 岡山県 瀬戸内市

30 岐阜県 美濃市 62 東京都 八王子市 94 香川県 小豆島町

31 静岡県 浜松市 63 石川県 輪島市 95 福岡県 飯塚市

32 静岡県 磐田市 64 福井県 大野市 96 大分県 竹田市 10
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地域文化財総合活用推進事業 令和5年度予算額(案) 1,572百万円

（前年度予算額 1,694百万円）

経済効果に資する取組等を促し、地域の伝統行事・民俗芸能等の継承及び振興を図
ることにより、地域経済の活性化及び地域振興を推進

◆地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業

山車等の用具等整備、後継者養成、記録作
成デジタル化等の取組を支援

地域における文化財の総合的かつ計画的な保存と活用を図るため、「文化財保存活
用地域計画」の作成等に対する支援を実施

◆文化財保存活用地域計画作成 地域計画の作成に向けた取組を支援すると
ともに、小規模の市町村への有識者の派遣
や文化財保存活用支援団体に対する研修会
等を実施

「世界文化遺産｣に登録された地域において行われる普及啓発・人材育成・調査研
究等の取組に対して支援し、世界文化遺産を活用した地域活性化を推進

世界文化遺産に関するシンポジウムの開催、
ボランティア等の育成、課題の調査・分析や
管理計画の見直し等を支援

◆ユネスコ無形文化遺産
「ユネスコ無形文化遺産｣に登録された地域で行われる、普及啓発・人材育成・調

査研究等の取組に対して支援し、ユネスコ無形文化遺産を活用した地域活性化を推
進

地域計画等を作成しており、かつ地域の核（シンボル）である国登録文化財を戦
略的に活用するために機能を維持する取組等に対して支援

目的

■各地に所在する有形・無形の文化資源を、その価値の適切な継承にも配慮しつつ、地域振興、観光・産業振興等に活用するための取組を支援す
ることで、文化振興とともに、地域活性化を推進

事業概要

◆地域文化遺産・地域計画等
地域文化遺産に関するボランティアガイド
の育成、シンポジウムやワークショップの
開催、公開事業等を支援

地域に古くから継承されている当該地域に固有の文化遺産を活用した特色ある人
材育成や普及啓発等の取組を支援

取組内容

（民俗芸能大会の開催）

◆世界文化遺産

（行事の開催）

（研修会の実
施）

（ガイド育成研修の実施）

◆地域のシンボル整備等
地域の核となっている国登録文化財を戦略
的に活用するために機能を維持したり、保
存・活用を行う団体の取組等を支援 （建造物の修理）

ユネスコ無形文化遺産に関するボランティ
アガイドの養成やシンポジウムの開催、保
護活用に係る課題解決のための調査研究等
を支援 （普及啓発イベントの開催）
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地域文化財総合活用推進事業（地域のシンボル整備等）
背景・課題

事業内容

文化財保存活用地域計画（歴史文化基本構想を含む。以下「地域計画等」と
いう。）に基づき、地域の核（シンボル）となっている国登録文化財を戦略的に活
用するための機能維持や、保存・活用を行う団体の取組等を支援する。それにより、
地域における文化財の保存・活用の取組を促進させる。

 補助事業者： 地域計画等を作成している市区町村
 補助金の額： 補助対象経費の50％
 補助対象事業： 地域計画等に基づき市区町村が行う次の事業（市区町村が

補助または自ら行う事業への補助）
①国登録文化財の機能維持
②文化財の保存・活用を行う団体への取組支援

 事業開始年度：令和3年度

国登録文化財の機能維持の事例（R３年度石川県加賀市）
「深田久弥 山の文化館」として活用されている国登録有形文化財「旧山長織
物会社」の機能維持のため、瓦の破損・ずれや雨漏りが生じていた屋根の改修
工事を実施。

地域社会総がかりで文化財の保存・活用の取組をより促進させるため、平成30年の文化財保護法の改正により文化財保存活用地域計画制度を創設した。
本事業では文化財保存活用地域計画等を作成している市区町村に対し、地域の文化財を積極的に活用する取組を支援するものである。

令和5年度予算額（案） 48百万円
（前年度予算額 48百万円）

 整備した国登録文化財の数

 支援した文化財保存・活用団体の件数

アウトプット(活動目標） アウトカム(成果目標) インパクト(国民・社会への影響）、目指すべき姿

令和３年 令和４年 令和５年（予定）

1 ３ 4

令和３年 令和４年 令和５年（予定）

3 5 4

初期（令和５年度）
整備した国登録文化財が一般公開されている割合。
（達成度65％）

中期（令和8年頃）
整備した国登録文化財が一般公開されている割合。
（達成度80％）

長期（令和13年頃）
整備した国登録文化財が一般公開されている割合。
（達成度100％）

国登録文化財の機能維持や文化財の
保存・活用を行う団体への取組支援を通
じ、積極的な地域の文化財の保存・活用
の取組を促進する。それにより、地域の人
々が主体となって文化財の総合的な活用
の推進等を図ることで地域の活性化に資
することを目指す。
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文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとするための取組(Living History)を支援することなどにより、文化財の活用による地
域活性化の好循環を創出を行う。また、訪日外国人観光客が多く見込まれる日本遺産や世界文化遺産などにおいて、地域全体で魅力向上に
つながる一体的な整備や美観向上などを行うことで、観光拠点としての更なる磨き上げを図る。

概要

事業内容

① 文化財建造物や史跡等の文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとするため、外国人観光客が歴史的背景に基づいて往時を
体験・体感できるような復元行事や展示・体験事業などの取組を支援する【Living History（生きた歴史体感プログラム）促進事業】

Ｌｉｖｉｎｇ Ｈｉｓｔｏｒｙ （生きた歴史体感プログラム）事業

【補助対象事業者】 地方公共団体等 【補助率】 １／２（ただし、条件に応じ２／３を上限に加算）

令和５年度予算額（案）

７９２百万円（７１３百万円）

（ガイダンス施設の整備）

② 日本遺産や世界文化遺産などの外国人観光客が見込まれる地域で、魅力向上につながる一体的な整備や美観向上を行い、観光拠点とし
ての磨き上げを実施 【文化遺産観光拠点充実事業】 【国指定等文化財磨き上げ】

（蓮華王院本堂（三十三間堂）建造物の美観向上（塗装の振り直
し）

（「名護屋城跡」にて黄金の茶室を再現した茶会体験）
（伊賀市周辺「丸山城跡」にて忍者文化を体

感） （「一乗谷朝倉氏遺跡」戦国城下町の暮らし体験）
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文化財の多言語解説整備事業 令和５年度予算額（案） 7.0億円

訪日外国人旅行者が地域の観光資源である文化財を訪れた際、解説文の多言語表記が不十分等の理由
により、魅力が伝わりにくいといった課題が指摘されている。訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の
満足度を向上させるため、文化財に対してデジタル技術を活用した多言語解説媒体を整備する事業を、
観光庁の施策と連携させつつ実施する。

課題・目的

●デジタル技術を活用した多言語解説媒体を整備する取組を支援（補助事業）
・補助対象事業者 文化財所有者、自治体、民間事業者（観光協会）等
・対象経費 多言語解説文の執筆、多言語解説コンテンツの作成、コンテンツを閲覧するための媒体

（解説板、タブレット等）の整備 等
・限度額 3,000万円又は補助対象経費の３分の１（加算要項あり）

事業内容

●観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」との連携・協力イメージ

連携・協力

・専門家を地域に派遣し、多言語解説文
（英・中）の作成を支援
・多言語解説文の執筆、監修に携わる専
門人材のリストアップ

・観光庁事業で作成した解説文を活用し、
多言語解説媒体を整備
・文化庁事業で作成する解説文の監修に
観光庁人材を使用することを推奨
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文化財の多言語解説整備事業

R３年度整備事例（八幡市（京都府））

●事業名 八幡市文化観光解説一体整備事業
●主な対象文化財 石清水八幡宮本社(国宝)・摂社(重要文化財) など
●事業内容 観光庁「令和2年度地域観光資源の多言語解説整備支援事業」で作成した英語解説文を
活用し、日本語・英語解説文を掲載した説明板を整備した。また、詳しい解説文を読むことができる多言
語 パンフレット（英語・中国語）を作成した。なお、説明板・多言語パンフレットにはQRコードを掲載し、
QRコードを読み取ることで、ウェブサイトから詳しい解説や周辺マップを閲覧することができるようにした。

板面整備後整備前

QRコード
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